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町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部を改正する条例 

 町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

（平成２７年３月町田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の表Ｄ―１の項中「１０，８００」を「９，４００」に改め、別表の１の

表Ｄ―２の項中「１１，５００」を「１０，０００」に改め、別表の１の表Ｄ―３の

項中「１１，９００」を「１０，４００」に改め、別表の１の表Ｄ―４の項中「１３，

３００」を「１１，６００」に改め、別表の１の表Ｄ―５の項中「１４，７００」を

「１２，８００」に改め、別表の１の表Ｄ―６の項を削り、別表の１の表Ｄ―７の項

中「Ｄ―７」を「Ｄ―６」に改め、「（ひとり親世帯等を除く。）」を削り、「１６，１０

０」を「１４，１００」に改め、別表の１の表Ｄ―８の項中「Ｄ―８」を「Ｄ―７」

に改め、別表の１の表Ｄ―９の項中「Ｄ―９」を「Ｄ―８」に改め、別表の１の表Ｄ

―１０の項中「Ｄ―１０」を「Ｄ―９」に改め、別表の１の表Ｄ―１１の項中「Ｄ―

１１」を「Ｄ―１０」に改め、別表備考第３項及び第４項を次のように改める。 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０１円以上の世帯を除く。）における１の

表から３の表までの規定の適用については、１の表中「９，４００」、「１０，

０００」、「１０，４００」、「１１，６００」、「１２，８００」及び「１４，１

００」とあるのは「３，０００」と、２の表中 

「                    「 

３,８００ ３，６００ 

 

 

 

とあるのは 

１，３００ １，２００ 

４,３００ ４，１００ １，３００ １，２００ 

４,９００ ４，７００ １，３００ １，２００ 

５,６００ ５，１００ １，３００ １，２００ 

７,１００ ６，６００ １，６００ １，５００ 

８,６００ ８，１００ １，９００ １，８００ 
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１０，１００ ９，１００ ２，２００ ２，０００ 

１２，３００ １１，３００ ２，７００ ２，５００ 

１４，２００ １３，２００ ３，２００ ２，９００ 

」                    」 

と、３の表中 

「                    「 

４,４００ ４，２００ 

とあるのは 

１，５００ １，４００ 

５,０００ ４，５００ １，５００ １，４００ 

５,６００ ５，１００ １，５００ １，４００ 

６,３００ ５，８００ １，５００ １，４００ 

７,５００ ７，０００ ２，３００ ２，１００ 

９，７００ ９，２００ ２，９００ ２，７００ 

１２，９００ １１，９００ ３，９００ ３，６００ 

１６，４００ １４，９００ ４，９００ ４，５００ 

１９，２００ １７，７００ ５，８００ ５，３００ 

」                    」 

とする。 

４ １の表から３の表までの規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行令（平

成２６年政令第２１３号。以下「政令」という。）第１４条又は第１４条の２の

規定の適用がある場合の支給認定子どもにおける利用者負担額の月額は、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）政令第１４条各号又は第１４条の２第１項各号に定める額が政令第４条か

ら第７条まで及び第９条から第１２条までの規定により算定される額に２分

の１を乗じて得た額となる場合 １の表から３の表までに規定する額に２分

の１を乗じて得た額 
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（２）政令第１４条各号又は第１４条の２第１項各号に定める額が０円となる場

合 ０円 

別表備考第６項中「まで」の次に「及び第３項」を加える。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 部分は改正部分 
町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表（改正後） 
 

別表（第３条関係） 
 １ 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにおける

利用者負担額表 
教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担

額の月額

(円) 

階層区分 定義 

略 略 略 

略 Ａ階層を除く

世帯で教育を

受 け る 年 度

(４月から８

月までにあっ

ては､前年度｡

以下同じ｡)の

市町村民税が

右の区分に該

当する世帯 

略 略 

Ｄ―１ 所得割が１２,０００円未満の世帯 ９,４００  

Ｄ―２ 所得割が１２,０００円以上３０,０００円未満

の世帯 

１０,０００  

Ｄ―３ 所得割が３０,０００円以上４８,６００円未満

の世帯 

１０,４００  

Ｄ―４ 所得割が４８,６００円以上５２,０００円未満

の世帯 

１１,６００  

Ｄ―５ 所得割が５２,０００円以上５６,０００円未満

の世帯 

１２,８００  

Ｄ―６ 所得割が５６,０００円以上７７,１０１円未満

の世帯 

１４,１００  

Ｄ―７ 所得割が７７,１０１円以上８０,０００円未満

の世帯 

１８,１００  

Ｄ―８ 所得割が８０,０００円以上２１１,２０１円未

満の世帯 

２０,５００ 

Ｄ―９ 所得割が２１１,２０１円以上２５６,３０１円

未満の世帯 

２５,７００  

Ｄ―１０ 所得割が２５６,３０１円以上の世帯 ２５,７００ 

２・３ 略 

備考 

１・２ 略 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０１円以上の世帯を除く。）における１の表から

３の表までの規定の適用については、１の表中「９，４００」、「１０，０００」、「１

０，４００」、「１１，６００」、「１２，８００」及び「１４，１００」とあるのは「３，

０００」と、２の表中 

 「                    「 

３,８００ ３,６００  

 

 

 

１,３００ １,２００ 

４,３００ ４,１００ １,３００ １,２００ 

４,９００ ４,７００ １,３００ １,２００ 
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 部分は改正部分 
町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表（改正後） 
 

５,６００ ５,１００  

とあるのは 

１,３００ １,２００ 

７,１００ ６,６００ １,６００ １,５００ 

８,６００ ８,１００ １,９００ １,８００ 

１０,１００ ９,１００ ２,２００ ２,０００ 

１２,３００ １１,３００ ２,７００ ２,５００ 

１４,２００ １３,２００ ３,２００ ２,９００ 

」                        」 

と、３の表中 

「                       「 

４,４００ ４,２００ 

とあるのは 

１,５００ １,４００ 

５,０００ ４,５００ １,５００ １,４００ 

５,６００ ５,１００ １,５００ １,４００ 

６,３００ ５,８００ １,５００ １,４００ 

７,５００ ７,０００ ２,３００ ２,１００ 

９,７００ ９,２００ ２,９００ ２,７００ 

１２,９００ １１,９００ ３,９００ ３,６００ 

１６,４００ １４,９００ ４,９００ ４,５００ 

１９,２００ １７,７００ ５,８００ ５,３００ 

」                          」 

とする。   

４ １の表から３の表までの規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行令（平成２６

年政令第２１３号。以下「政令」という。）第１４条又は第１４条の２の規定の適用が

ある場合の支給認定子どもにおける利用者負担額の月額は、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）政令第１４条各号又は第１４条の２第１項各号に定める額が政令第４条から第７条

まで及び第９条から第１２条までの規定により算定される額に２分の１を乗じて

得た額となる場合 １の表から３の表までに規定する額に２分の１を乗じて得た

額 

（２）政令第１４条各号又は第１４条の２第１項各号に定める額が０円となる場合 ０円 

５ 略 

６ １の表から３の表まで 及び第３項 の規定の適用については、規則で定めるとおりと

する。 
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 部分は改正部分 
町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表（改正前） 

  

別表（第３条関係） 
 １ 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにおける

利用者負担額表 
教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担額

の月額(円) 階層区分 定義 

略 略 略 

略 Ａ階層を除

く世帯で教

育を受ける

年 度 ( ４ 月

から８月ま

でにあって

は､前年度｡

以下同じ｡)

の市町村民

税が右の区

分に該当す

る世帯 

略 略 

Ｄ―１ 所得割が１２,０００円未満の世帯 １０,８００  

Ｄ―２ 所得割が１２,０００円以上３０,０００円未満

の世帯 

１１,５００  

Ｄ―３ 所得割が３０,０００円以上４８,６００円未満

の世帯 

１１,９００  

Ｄ―４ 所得割が４８,６００円以上５２,０００円未満

の世帯 

１３,３００  

Ｄ―５ 所得割が５２,０００円以上５６,０００円未満

の世帯 

１４,７００  

Ｄ―６ 所得割が５６,０００円以上７７,１０１円未満

の世帯(ひとり親世帯等に限る｡) 

１５,１００  

Ｄ―７ 所得割が５６,０００円以上７７,１０１円未満

の世帯(ひとり親世帯等を除く｡) 

１６,１００  

Ｄ―８ 所得割が７７,１０１円以上８０,０００円未満

の世帯 

１８,１００  

Ｄ―９ 所得割が８０,０００円以上２１１,２０１円未

満の世帯 

２０,５００ 

Ｄ―１０ 所得割が２１１,２０１円以上２５６,３０１円

未満の世帯 

２５,７００  

Ｄ―１１ 所得割が２５６,３０１円以上の世帯 ２５,７００ 

２・３ 略 
備考 

１・２ 略 
３ 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「政令」という。） 

第４条第４項、第５条第４項、第６条第２項、第７条第２項、第９条第２項、第１０

条第２項、第１１条第２項又は第１２条第３項の規定の適用を受ける場合の支給認定

子どもの利用者負担額については、１の表から３の表までの規定により算定した額に

２分の１を乗じて得た額とする。 

４ 政令第１４条又は第１４条の２第１項の規定の適用を受ける場合の支給認定子ども

の利用者負担額については、政令第１４条第１号又は第１４条の２第１項第１号に規

定する支給認定子どもにあっては１の表から３の表までの規定により算定した額に２
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 部分は改正部分 
町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表（改正前） 

  

分の１を乗じて得た額とし、政令第１４条第２号又は第１４条の２第１項第２号に規

定する支給認定子どもにあっては０円とする。ただし、同条第３項において読み替え

て適用する同条第１項の規定の適用を受ける場合の同項各号に掲げる支給認定子ども

の利用者負担額については、０円とする。 

５ 略 

６ １の表から３の表までの規定の適用については、規則で定めるとおりとする。 
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